
総務省 電気通信事業法による同
法第９条の登録、同法第
13条第５項の届出、同法
第46条第３項（同法第72
条第２項において準用す
る場合を含む。）の交付、
同法第117条第１項の認
定又は同法第122条第５
項の届出に関する事務

令和６年８月 1229 即時提供
８月 2313 電気通信回線
９月 1682 即時提供
９月 2213 電気通信回線
10月 1335 即時提供
10月 1371 電気通信回線
11月 1237 即時提供日本電信電話株式会社等

に関する法律による同法
第10条第３項の届出に関
する事務

11月 1358 電気通信回線
12月 1161 即時提供
12月 1923 電気通信回線電波法による同法第４条

の免許、同法第４条の２
第２項の届出、同法第８
条第１項の予備免許、同
法第24条の６第２項（同
法第24条の13第２項にお
いて準用する場合を含
む。）の届出、同法第27条
の21第１項の登録、同法
第37条の検定、同法第41
条第１項の免許又は同法
第48条の２第１項の船舶
局無線従事者証明に関す
る事務

令和７年１月 749 即時提供
１月 669 電気通信回線
２月 1067 即時提供
２月 1109 電気通信回線
３月 1125 即時提供
３月 2801 電気通信回線
４月 1080 即時提供
４月 1404 電気通信回線
５月 945 即時提供
５月 1868 電気通信回線
６月 1047 即時提供
６月 2428 電気通信回線
７月 1242 即時提供
７月 1987 電気通信回線

法務省 司法試験法による司法試
験又は司法試験予備試験
の実施に関する事務

不動産登記法による同法
第14条第１項の地図の作
成、同法第29条第１項の
調査、不動産の表題登記
（同法第２条第20号に規
定する表題登記をい
う。）、表題部所有者（同
条第10号に規定する表題
部所有者をいう。以下こ
の欄において同じ。）の氏
名若しくは名称若しくは
住所についての変更の登
記若しくは更正の登記、
表題部所有者についての
更正の登記、所有権の保

令和６年８月
９月
10月
11月
12月

令和７年１月
１月
２月
２月
３月
３月
４月

4588
3878
5073
4950
4870
4703
17588
4434
1

5543
1671
6308

即時提供
即時提供
即時提供
即時提供
即時提供
即時提供
電気通信回線
即時提供
電気通信回線
即時提供
電気通信回線
即時提供

４月 2401 電気通信回線

５月 9943 即時提供

６月 9706 即時提供

７月 11116 即時提供

後見登記等に関する法律
による同法第７条又は第
８条の登記に関する事務

存若しくは移転の登記、
同法第76条の３第３項の
登記、同法第76条の４の
符号の表示、登記名義人
の氏名若しくは名称若し
くは住所についての変更
の登記若しくは更正の登
記、同法第131条第１項
の申請又は同法第133条
第１項、第136条第１項、
第140条第１項若しくは
第144条第１項の通知に
関する事務

出入国管理及び難民認定
法による同法第７条の２
第１項の交付、同法第20
条第３項（同法第22条の
２第３項（同法第22条の
３において準用する場合
を含む。）において準用す
る場合を含む。）、第21条
第３項若しくは第22条第
２項（同法第22条の２第
４項（同法第22条の３に
おいて準用する場合を含
む。）において準用する場
合を含む。）の許可又は同
法第22条の４第１項の在
留資格の取消しに関する
事務

外務省 旅券法による同法第３条
第１項の発給、同法第９
条第１項の渡航先の追加
又は同法第16条若しくは
第17条第１項の届出に関
する事務

令和６年８月 28 即時提供

９月 34 即時提供

10月 104 即時提供

11月 33 即時提供

国際的な子の奪取の民事
上の側面に関する条約の
実施に関する法律による
同法第４条第１項の外国
返還援助、同法第11条第
１項の日本国返還援助、
同法第16条第１項の日本
国面会交流援助又は同法
第21条第１項の外国面会
交流援助に関する事務

12月 8 即時提供

令和７年１月 34 即時提供

２月 12 即時提供

３月 386 即時提供

４月 22 即時提供

５月 19 即時提供

６月 12 即時提供

７月 2 即時提供
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